
　 　

　 　

書面申請 5,440KGS 9,530KGS 9,480KGS
（※未交付失効有り） (10,700KGS) (13,040KGS) (12,970KGS)
電子申請 5,220KGS 9,300KGS 9,240KGS
（※未交付失効有り） （10,470KGS） （12,810KGS） (12,730KGS)
書面申請 6,610KGS 6,570KGS
（※未交付失効有り） （10,120KGS） (10,060KGS)
電子申請 6,370KGS 6,340KGS
（※未交付失効有り） （9,880KGS） (9,830KGS)
書面申請 2,810KGS 3,680KGS 3,660KGS
（※未交付失効有り） （5,440KGS） （7,190KGS） (7,150KGS)
電子申請 2,570KGS 3,450KGS 3,430KGS
（※未交付失効有り） （5,200KGS） （6,960KGS） (6,920KGS)
書面申請 3,390KGS 3,680KGS 3,660KGS
（※未交付失効有り） （6,610KGS） （7,190KGS） (7,150KGS)
電子申請 3,160KGS 3450KGS 3,430KGS
（※未交付失効有り） （6,370KGS） （6,960KGS） (6,920KGS)

帰国のため
の渡航書

書面申請 2,160KGS 1,460KGS 1,450KGS

700KGS 700KGS 700KGS

2,570KGS 2,570KGS 2,560KGS

■旅券のみ申請方法（書面・電子）により手数料が異なります。
■査証発給手数料は、査証発給時にお支払いいただきます。
■キルギス国籍者は、査証発給手数料は免除されます

■オンライン申請時におけるクレジットカード決済領事手数料はこちらをご参照ください。
（→リンク先）https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_004053.html

※未交付失効有り：旅券の発行日から６ヶ月以内に旅券を受け取らなければ旅券は失効（未交付失効）し、その後新たに
旅券を発行した場合には、この額が適用されます。

■査証発給手数料は手数料額改定日の１業務日前の申請分から新手数料が適用されます
（例：4月1日改定の場合、3月31日申請受付分から新手数料適用）。

令和8(2026)年4月1日～
令和8(2026)年6月30日

申請分
令和7(2025)年度

10年旅券
（18歳以上）

5年旅券
（12歳以上）

令和8(2026)年7月1日～
令和 9（2027）年3月31日

申請分

廃止

1,750KGS 1,740KGS

廃止

1,750KGS

1,750KGS 1,740KGS 

3,510KGS 3,490KGS

8,770KGS

17,540KGS 
　(Multiple entry)

410KGS 410KGS
　通過査証

　(Transit)

990KGS 990KGS

700KGS 700KGS

990KGS

700KGS

　再入国の許可の
有効期間延長

　(Extend re-entry permit)
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　署名又は印章の証明

（官公署に係るものを除く）

　在留証明

（公的年金目的は無料）

　出生・婚姻等身分事項証明

　翻訳証明

　一般入国査証

　(Single entry)

残存有効期
間同一旅券

5年旅券
（18歳未満）
※令和8年6月30日
までは12歳未満

　数次入国査証


